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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成20年６月27日に提出いたしました第３期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に誤り（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（退職給付引当金）における記載誤り）がありましたので、こ

れを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

４．会計処理基準に関する事項

(4）重要な引当金の計上基準

⑤　退職給付引当金

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は、　　　罫で示してあります。
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第一部【企業情報】
 

第５【経理の状況】
 

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  
  
  

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準

⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１～15

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度（一部の連結子会社は当連結

会計年度）から費用処理しています。

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度（一部の連結子会社は当連結会計年

度）から費用処理しています。

 （追加情報）

 　数理計算上の差異の処理年数は、従業員の平均残

存勤務期間が従来の償却期間に満たないため、当

連結会計年度より15年から10年に変更していま

す。

　この変更により営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ58百万円増加してい

ます。
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（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  
  
  

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準

⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１～15

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度（一部の連結子会社は当連結

会計年度）から費用処理しています。

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１～15

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度（一部の連結子会社は当連結

会計年度）から費用処理しています。

 （追加情報）

 　数理計算上の差異の処理年数は、従業員の平均残

存勤務期間が従来の償却期間に満たないため、当

連結会計年度より15年から10年に変更していま

す。

　この変更により営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ58百万円増加してい

ます。
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